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編集後記

　災害支援ナースは、1995年阪神淡路大震災の頃より派遣が始まりまし
た。栃木県も2018年3月31日には　228名の災害支援ナースが登録されてい
ます。
　災害看護委員会では、被災県となった時の対応マニュアルの検討、支援
ナースの教育、必要物品の確認などを中心に活動を行っております。その
他、栃木県の防災訓練に災害看護委員、支援ナースなども参加し支援の連携
の輪をひろげております。また、災害マニュアルを毎年改正し。今回の改正
では、災害支援ナースの登録期間を3年から5年と変更し登録証に有効期限を
明示しました。
　会員の皆様におかれましては、いつでも起こりうる災害に対し、栃木県看
護協会における災害看護体制にご理解ご協力いただければ幸いと存じます。
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